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ソウルジャパンクラブ

時下、ますますご清祥のことと存じます。
　ＳＪＣ（ソウル・ジャパン・クラブ）は、本日、韓国政府に対し、「事業環境の改善に向けたＳＪＣ建議事項」を提出して参りました。１９９８年以降累次にわたり、建議してきた内容の中には困難な内容も含まれておりましたが、韓国政府においてはこれらを真剣に受け止め、いくつかの点で改善がなされ、一定の成果を上げてきたと評価しております。

一方、こうした政策提言を検討する過程で、韓国側だけではなく、日本側にも改善をお願いすべき内容があることを認識するに至りました。韓国における事業環境を改善するためには、韓国人が日本と交流する際の規正を緩和し、日本に対する理解を深めてもらうことも重要と考えます。

　昨年１２月から日韓ＦＴＡ政府間交渉が開始され、２００５年内に実質的に交渉を終えることを目標として既に４回の交渉が行われています。両国間の経済連携を一気に高める好機が到来しているこの機をとらえ、ソウル・ジャパン・クラブから日本政府に対し、５項目の要望事項を提出させていただくことといたしました。これらの事項の改善により、日韓相互の経済交流が一層活発化・深化することを願っております。

なお、要望事項の中には、韓国在住日本人の問題にとどまらず、海外に居住する日本人に共通すると思われる生活環境改善に関する事項も含まれています。決して網羅的なものではありませんが、私どもの要望事項につき是非ご検討いただき、前向きにご対応くださいますよう、お願い申し上げます。
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　１．入国審査時の窓口業務の効率化（新規）

　

　日本の入国審査窓口は、日本人用と外国人用に明確に分離されている。

日本人の１人当たりの入国審査時間に比べ、外国人の１人当たりの入国審査時間は長く、日本人の入国審査窓口の行列が解消しても外国人の入国審査窓口の行列に多数の人数が並んでいます。

日本人の入国審査窓口の業務が終了したら、当該窓口担当者が外国人の入国審査業務も行うようにし、外国人入国者の待ち時間の短縮を図ることが強く望まれます。　　　

ビジット・ジャパン・キャンペーン、インベスト・ジャパン・キャンペーンを推進するためには、最初に日本と接する空港の入国審査時の経験・印象の影響が極めて大きいことを勘案し、外国人入国者の入国審査待ち時間の短縮化を是非実現願いたくお願い申し上げます。

２．　韓国人の日本入国査証撤廃又は発給要件緩和並びに手続き簡素化等（継続）

　　　日本人が韓国に入国する際には、２００４年現在、３０日までの滞在は査証が免除されているのに対し、日本に入国する韓国人は短期であっても、また観光を目的とした渡航であってもすべて査証が必要となっています。

短期の査証については、大使館領事部による査証発行手続きが迅速に行われているため、現実的には深刻な問題とはいえません。しかしながら、数次査証の発行は限定されていることもあり、観光や用務で入国しようとする韓国人にとっては、依然として心理面で大きな障害となっています。

また、韓国への技術移転を円滑に進めるためには、日本での研修が重要になりますが、在留資格の枠に制限があることから決して十分な研修活動が行われていません。

本年７月の小泉首相の韓国訪問時には、愛知万博期間中の査証免除措置が発表されましたが、このような期間限定査免措置を継続し、最終的には短期滞在の査証は撤廃することが望ましいと考えます。

３．日本大使館文化院の図書室資料の充実（新規）

　　在韓国日本大使館文化院は、日本の書籍・ＣＤ等を所蔵し、日本文化に関心をもつ韓国人等に閲覧サービスを提供しています。

しかし、現在所蔵されている書籍及び資料類は、古いものが多く、また、一部のページが欠落していたり、書き込みなどがあり傷んだものが多くなっています。また、本の数が少なく、古い全集物はあっても、新しい本がほとんどない状況にあります。

韓国には日本語を解する者が多く、日本の書籍について関心を有する者も

多く、日本大使館文化院の図書室を見学する韓国人学生もいますし、図書室で日本の新聞を読む韓国人もいると思います。　　

日本大使館の文化院図書室は、韓国人に日本について理解してもらうよい機会を提供できる施設であることを認識し、蔵書や資料類の質的・量的向上を図っていただければと思います。

日本の大衆文化の開放が進展し、韓国人が日本文化に様々な形で接することができるようになったことから、日本文化院の役割が終わったという考え方ではなく、日本の文化開放を契機に日本文化の情報発信拠点として有効に活用する方策を検討していただきたくお願い申し上げます。

４．在外公館における運転免許証更新手続きの便宜（継続）

３年あるいは５年に一回更新が必要な自動車運転免許証については、日本国内での更新手続きを行うこととなっております。しかしながら、長期海外滞在中に更新期間を徒過してしまうケースや、日本出張に行ったために長期海外滞在者としての猶予措置を受けることができなかったケース、うっかりして失効するケースなど、免許証更新に関するトラブルが時々生じております。

今や、自動車運転免許証は、国民の多くが手にしている資格です。旅券と同様、運転免許証についても、在外の大使館や領事館における更新が可能になれば、運転免許利便性が高まると思われます。

　　　地方自治体選挙管理委員会の業務である国会議員選挙の在外投票が実現されたことを踏まえ、都道府県公安委員会の業務である運転免許証の更新も在外公館で手続きを行うことができるようお願い申し上げます。

5． 海外巡回医療団の医療相談会の実施（新規）

東南アジア、中近東、アフリカ、中南米等の国には医師、看護師等からなる日本からの巡回健康相談チームが派遣され、海外勤務者及びその家族の健康相談が実施されています。

　韓国では、日本語を話す医師もいますが、微妙なニュアンスまでは伝わらないこともあり、当地にも巡回健康相談チームを派遣いただきたくお願い申し上げます。

（以上）
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